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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　扉枠室内側に固定される第１基体と、先端に膨出頭部を有し、第１基体に対し出没可能
に装着された受杆と、扉の内面に固定される第２基体と、この第２基体に基端を揺動可能
に枢着され、受杆の膨出頭部が挿通できる挿通部及び受杆と摺動可能に嵌合する案内長孔
を長さ方向に連設した連結杆と、この連結杆の基端外面に所定の角度間隔で刻設された作
動溝、待機溝、及び第２基体の軸受部に装着されたクリック体よりなるクリック装置とを
有するものにおいて、上記作動溝と待機溝との中間の角度位置に退避溝を刻設し、これら
作動溝と退避溝との間の部分を、退避溝に近いほど深くなる傾斜面としたことを特徴とす
るドアガード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ドアガードに係り、特に、扉枠側に設けられる受杆が出没できるように構
成されたドアガードにおいて、外出時自動的にドアガードが作動状態になることを防止で
きるドアガードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のドアガードは、例えば後記特許文献１に記載されているように、また、図１に示
すように、扉枠１又は扉２の室内側に固定される第１基体３と、第１基体３に一体に突設
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され、先端に膨出頭部４ａを有する受杆４と、扉２又は扉枠１の室内側に固定される第２
基体５と、第２基体５に基端を枢着した揺動可能な連結杆６と、連結杆６の長さ方向に沿
って設けられた、受杆４の膨出頭部４ａに対応させた挿通部６ａ及びそれに連続する案内
長孔６ｂからなる。
【０００３】
　そして、扉２を閉じた状態で受杆４の膨出頭部４ａに挿通部６ａを潜らせ、その状態で
扉２を開くと、図１に示すように、扉の開角度が小さく制限され、安全に来訪者の確認や
郵便物の受渡し等を行うことができる。同様なものは、後記特許文献にも開示され周知の
ところである。
【０００４】
　また、かかるドアガードは、一般に、図２に実線で示す連結杆６の作動角度位置、及び
鎖線で示す待機角度位置をクリック装置により準安定的に規定している。
【０００５】
　上記特許文献１、２に記載されたドアガードは、その必要が無いためクリック装置につ
いては触れていないが、例えば図３に示すように、連結杆６の基端外面側に断面Ｖ字形の
作動角度位置規定溝（以下単に作動溝という）７と、同じ断面形状の待機角度位置規定溝
（以下単に待機溝という）８とがほぼ十字形に交差するように刻設されている。
【０００６】
　これに対応して、図４乃至図６に示すように、第２基体の軸受部５ａに略逆Ｕ字形（図
５参照）のクリック凹部９が形成されており、このクリック凹部９にクリック体１１が嵌
め込まれている。
【０００７】
　このクリック体１１は、例えば、弾性材質の合成樹脂製で、逆Ｕ字形の基枠に、図６に
示すような断面山形の一対のクリック爪１２、１２を一体に結合したものである。
【０００８】
　そして、言うまでもないが、手指により連結杆を操作して、クリック爪１２を作動溝７
或いは待機溝８に選択的に係合させることにより、図２に実線で示す連結杆６の作動角度
位置、或いは鎖線で示す待機角度位置を準安定的に規定する。
【特許文献１】特許第３４５１３０４号に係る特許公報
【特許文献２】特願２００４－２９３６３５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記した構成の従来のドアガードは、在宅時図２に実線で示すように連結杆６を作動角
度位置に立てた状態で扉を開けると、図１に示すようにドアガードが作動することは前記
したとおりで、ドアガードは家人が室内側から作動させることを当然の前提としている。
【００１０】
　一方、外出のための閉扉時、誤って連結杆を起こした状態で、換言すれば、図２で連結
杆６を実線で示す作動角度位置に近い角度位置で扉を閉めることがある。
【００１１】
　この場合、連結杆６が図２で示す位置よりも上方から下方に移動し、その自由単が受杆
４と干渉する。
【００１２】
　実際には、連結杆６の扉枠側の面が受杆の膨出頭部４ａと干渉し、これらの間に生じる
楔作用により、受杆４は扉枠側に、すなわち図２で右方に押動される。
【００１３】
　通常、受杆４は扉枠に固定されているから（図１参照）、上記楔作用による受杆４に対
する押動の反力により、連結杆６は図２で時計方向に回動される。換言すれば、連結杆６
は扉２方向に倒される。
【００１４】
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　しかしながら、上記特許文献１、２に記載されたドアガードは、非作動時受杆４が扉枠
側に没入することにより扉口の通行の邪魔にならないように構成されており、作動時ばね
の力で突出するように構成されている。
【００１５】
　そのため、上記したクリック装置が固いと、反対に受杆４が扉枠側に押込まれ、完全に
閉扉して図２に示すように受杆４と連結杆の挿通部６ａ（図１参照）が整合すると、それ
まで連結杆６に押圧され、扉枠に設けられた収納筒に押込まれていた受杆４が自由になり
、室内側に突出して図２に示すようにドアガードが作動状態になる。
【００１６】
　すると、家人が帰宅してシリンダ錠を解錠しても、ドアガードによって締め出されてし
まうという不都合が生じる。
【００１７】
　そこで、この発明は、受杆が扉枠に対して出没できるタイプのドアガードであっても、
外出時自動的にドアガードが作動状態になることを防止できるドアガードを提供し、もっ
て上記した不都合を解消することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記の目的を達成するため、この発明は、扉枠室内側に固定される第１基体と、先端に
膨出頭部を有し、第１基体に対し出没可能に装着された受杆と、扉の内面に固定される第
２基体と、この第２基体に基端を揺動可能に枢着され、受杆の膨出頭部が挿通できる挿通
部及び受杆と摺動可能に嵌合する案内長孔を長さ方向に連設した連結杆と、この連結杆の
基端外面に所定の角度間隔で刻設された作動溝、待機溝、及び第２基体の軸受部に装着さ
れたクリック体よりなるクリック装置とを有するものにおいて、上記作動溝と待機溝との
中間の角度位置に退避溝を刻設し、これら作動溝と退避溝との間の部分を、退避溝に近い
ほど深くなる傾斜面としたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　上記のように構成されたこの発明によるドアガードは、誤って連結杆を起こした状態で
扉を閉めようとすると、そのときのクリック装置のクリック爪は作動溝と退避溝との間の
傾斜面に弾接しており、この傾斜面は広い意味で凹陥部となっているから、所謂クリック
が緩くなった状態で連結杆が倒れ易くなっている。
【００２０】
　そのため、連結杆が受杆と干渉したとき受杆を押込むどころか自ら倒れ、クリック体は
退避溝と係合して、図２で実線で示す作動角度位置と鎖線で示す待機角度位置の中間の角
度位置になるので、ドアガード装置が作動してしまうことによる前記不都合を完全に防止
することができる。
【００２１】
　また、傾斜面は作動溝と干渉しないので、クリック装置の本来の機能を損うことは全く
ない、等種々の効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　クリック装置の作動溝と待機溝との中間の角度位置に退避溝を刻設し、これら作動溝と
退避溝との間の部分を、退避溝に近いほど深くなる傾斜面とする、という簡単な構成を付
加するのみで、受杆が出没するタイプのドアガードの不都合を完全に解消することができ
た。
【実施例１】
【００２３】
　以下、この発明の実施例を図７及び図８を参照して説明する。
　図７及び図８において符号１３は退避溝を示し、この退避溝１３は前記作動溝７と待機
溝８との間の中間の角度位置に形成されている。
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【００２４】
　なお、図示の実施例では、この退避溝１３は他の溝と比較してＶ字の開角度が少し大き
く設定されている。それは、クリック爪１２（図６参照）が係合しやすくなるためである
。
【００２５】
　そして、退避溝１３と作動溝７との間の扇形（図７参照）の部分は、退避溝に近いほど
深くなる傾斜面１４となっている。
【００２６】
　なお、傾斜面１４の傾斜角度は図８に示すように一定である必要はなく、２段に折れ曲
がるような傾斜や、或いは曲線状に変化する傾斜面であっても勿論よい。
【００２７】
　また、傾斜面の一定の角度位置における半径方向の傾斜は、クリック爪の高さが一定で
あることから、無いことが望ましいが、成形上有利であれば有っても差し支えない。
【００２８】
　但し、傾斜面１４は退避溝１３と干渉してもよいが（図８参照）、作動溝７との干渉は
避けるべきである。それは、室内側からドアガードを本来の作動のために操作するとき、
連結杆の作動角度位置が不安定になる要因になるからである。
【００２９】
　一方、傾斜面１４を傾斜面とせず、作動溝との境界でストンと深くなる凹部にすると（
図示せず）、作動溝との境界にエッジが立ってクリック装置の強度が減少するので避ける
べきである。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】従来のドアガードの一例を示す斜視図。
【図２】特許文献１に記載のドアガードの側面図。
【図３】従来の連結杆の側面図。
【図４】第２基体の平面図。
【図５】図４のＶ－Ｖ線による断面図。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線による拡大断面図。
【図７】この発明の一実施例による連結杆の側面図。
【図８】図７に示す連結杆の基端外周面を展開して示す線図。
【符号の説明】
【００３１】
　１　扉枠
　２　扉
　３　第１基体
　４　受杆
　５　第２基体
　６　連結杆
　７　作動溝
　８　待機溝
　９　クリック凹部
　１１　クリック体
　１２　クリック爪
　１３　退避溝
　１４　傾斜面
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